
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 日本ポーカー協会

1 事業の成果

当年度は、当法人の存在を多くの方に知っていただくための活動を行い、海外で活躍できるプレイヤ

ーの育成及び海外派遣補助に力を入れて行い、実績をあげることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 179,190 】千円)

定款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

支盃
対象者
範囲

党盃
対象者
人数

事業費
(千 円)

各種イベン ト
やプロモーシ
ョン活動事業

。HPの制作 0運営
。ポスターやチラシの作
成および全国への郵送

随時
主たる事

務所
2名 ～

全国のプ

レイヤー

約 10万
人を対象

0

海外で活躍で
きるポーカー
プレイヤーの
指導・育成

・ポーカー トーナメン ト
イベン トを開催
。ポーカーイベン ト、講習
等の開催

毎週

月金曜日

主たる事

務所
5名 ～ 主に会員

2000
名

0

ポーカー事業
者のイベン ト
開催補助、運
営方法の健全

掌羹
及び指導

ポーカー関連事業者が主
催するイベン トの補助、
運営等に関する法務サポ
ー ト等

必要に応

じて随時

全国

約 200

箇所

数名～

協力企業

10社

新聞社、

ネットア

プリ開発

企業など

0

ポーカーの競
技会の主催及
び公認事業

ポーカーの全国競技会の
主催、競技会を主催する
団体の認定

随時
主たる事

務所
5名 ～

認定 され

た全国の

競技会

約 600

回

約 600
0名 16,056

ポーカーの競
技に関するル
ール・用具等
の認可依頼及
びプロディー
ラーの認定事
業

海外のルールの翻訳、ル
ールの策定、プレイヤー
ヘの提供、用具の認可依
頼、当法人認定プロディ
ーラー制度の実施等

必要に応

じて随時

TDAに

日本代表

として参

加

1名

会員企業

及び会員

個人

数百名～ 0

ポーカー事業
者のため、必
要事業者への

誓異
及び依頼

海外からの問い合わせヘ
の対応、必要な人材の派
遣や情報提供等 (ロ サ ン
ゼルス、フスベガス、マカ
オ、Manilla、 韓国の トー
ナメン ト参加に関する情
報の提供 )

随時
主たる事

務所
5名 ～

会員企業

及び会員

個人

600名
以上

0



企業の名

前付きイ

ベン ト6

種 10回

海外ポーカー
イベン トヘの
プ レイヤー派
遣補助事業

・ラスベガスや韓国、マカ
オ、フィリピン等にプレ
イ ヤ ー を派 遣 す る。
・プレイヤーサポートシス
テムを実施し、エントリーの
支援、渡航費の補助、現地
でのサポート及びトーナメ
ントに関する情報 提 供
・代表選手の選抜および
推 薦  ( International
Federation   o   Matchf
Poker、 全 日本ポーカー選
手権など)

随時

ラスベガ

ス、マカ

オ、ロサ

ン ゼ ル

ス、フイ

リピン、

韓国等ヘ

の トーナ

メン ト参

加

5名

ポーカー

トーナメ

ン トにお

ける優勝

者および

成績上位

者、また

は会員企

業による

推薦者

約 200
名を派遣

163,134

その他 この法
人の目的を達
成するために
必要な事業

・海外のポーカーイベ ン
ト企画者 との交渉 (サ テ
ラ イ ト開 催 の 手 配 )

Poker Stars、  WPT、  APPT、
APT、 その他海外ポーカー
団体0世 界 ポ ー カ ー 連 盟
International
Federation   of   Match
Poker
に日本 として参:力日IFMP

随時

主たる事

務所及び

出張先等

3名 ～

会員企業

及び会員

個人

特に渡航

者

数百名～ 0

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【  0  】千円)

定款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

会員の福利厚

生を図る事業

会員間の懇親を図るイベン トの企画 。実施

随時
主たる事

務所

5名 ∩

ｖ



書式第 14号 (法第 28条関係 )

令和3年度 活動計算書 (その他事業が上重場合 )

事業報告用

特定非営利活動法人日本ポーカー協会

科 目
金  額 小計・合計 金  額 小計・ 合計

合計

11,299,992

11,困用,覇厖 11,困0,992

170,097,517
170,0071517 170,097,517

‐・‐受取利息

施設等受入評価益

受取補助金

正会員受取会費
賛助会員受取会費 (協賛金)

―■■″lla |II 3 ・=■■  92

1.530.500

1,5町卿
.11“

0‐,駁Ю

177,659,985

163,134,099

14,525,886

177.e臣0,瞑閲

退職給付費用
福利厚生費

通信運搬費
地代家賃

‐`給料手当
役員報酬

会議費

_旅費交通費 (海外渡航費等)

施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費 (情報誌発行費用)

大会運営費

役員報酬

給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費

旅費交通費
―減価償却費
支払報酬料
荷造運賃
広告宣伝費
事務用品費
交際費
会議費

・ 租税公課

支払手数料

リース料

外注費

修繕費

7,118,718

34,545

513,181

240,467
236,914

3,600,000
733,520

536,605

187,000

20,000

39,600

247,300

691.976

■153‐|:i震闘

~可
蒻凛爾 |~~¬

■7,153,263

下 罰 石 繭

_・■

-11 992_710

過年度損益修正益

災害損失

【C】 ― 【D】 ・ ・ ・期 鐸 常 界 遭 滅 輌

7.410.485
-4.5S2.:

Ｉ
■

爾轟脇買罰
E理養亜菫Ⅲ

■■

〔「ヨE■□ F,‐ヨ■

■■■■■■■■■■■■

□

4● 軍収憂
事業収益
事業収益
事業収益

_■■_      事業収益

E需 費 用 計

叫 』二堅_■_ユニュ______二 _…………Ⅲ………………
】 量 富 外 量 鳳

固定資産売却損

巨 需 外 費 用 計



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 貸借対照表

事業報告用

特定非営利活動法人日本ポーカー協会

単位 :円
目 金   額 小 計・ 合 計

3

現金預金

未収金
棚卸資産
前払費用

車両運搬具
什器備品

ソフ トウェア

_借地権

敷金
長期貸付金

4,446,765

150,000

4,596,765

4.596.‐
‐■,

【A】 資 産 合 計 ①+② 4,596,765

3-r 】 負 の  都

未払金

預 り金
短期借入金
冒:日 金ヽ

23,480
159,389

8,996,121

9,178,990

,■ 、■,178.
1ヽヽ .

長期借入金
退職給付引当金

覆 合 計  ・・ ・ 0
計 ③ +④ 9,178,99C

7,410,485
-11,992,710

-4_582_22

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 4.596,765



16 8

令和 3年度  計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人日本ポーカー協会

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正)に よっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
現在は特にありません。

(2)固 定資産の減価償却の方法
現在は特に保有がございませんが、基本的には定額法によります。

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

現在は特にありません。

引当金

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし

(5)消 費税等の会計処理
税込方式

2.事 業別損益の状況

科 目

各種イベン

トやプロ

モーション

活動事業

ポーカーの

競技会の主
催及び公認

事業

〕胃:外不~
カーイベン

トヘのプ レ

イヤー派遣
補助事業 事 業

事業部門計 管理部門 合計

170,097,517 170,097,517

11,299,992

92

11,299,992

170,097,517

170.097.517 11.300.084 181.397.601

1,530,500 1,530,500

7,118,718

34,545

7,118,718

34,545
1,530,500

1.530.500 7.153.263 8.683.7631,530,500

14,525,886

163,134,099 163,134,099

14,525,886

733,520

536,605

513,181

240,467

236,914
3,600,000

187,000

20,000
39,600

247,300

691,976

163,867,619

536,605
513,181

240,467
236,914

3,600,000

187,000

20,000
39,600

247,300

691,976
14,525,886

14.525.886 163.134.( 177.659.985 7.046.563 184,706.548
14 199 R'616.056.386 163.134.099 179.190.485

I 経常収益
1・ 受取会費 (協賛

`2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.そ の他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
大会運営人件費

人件費計
(2)そ の他経費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
支払報酬料
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
荷造運賃
広告宣伝費
事務用品費
交際費
租税公課
支払手数料
リース料
外注費
修繕費
雑費

その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

大会運営費
費用一

¨

ポ

¨

サ

¨

内容 金 額 算定方法

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

■ 1,992,7]



使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は-4,582,225円 ですが、そのうち0円 は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は-4,582,225円 です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

その他の事業に係る資産の状況

内容 備 考

合 計

科 日 取得 減 少 期末取得価額 減価償却果計額

有形固定資産
車両運搬具
什器備品

無形固定資産

投資その他の資産
敷金

合 計

当 期 借 入 当 期 返 済科 目

5,366,121 4,050,000 420,000 8,996,121

R 996_1,15.366.121 4.050.00( 420.00(

短期借入金
長期借入金

合計

及び支配法
人ルの■弓|

内、近親者

科 目
計算書類に

計上された
金額

内、役員と
の取引

(活動計算書)

活動計算書計
(貸借対照表)

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条 関係 )

令和 3年度 財産目録

事業報告用

特定非営利活動法人日本ポーカー協会

単位 :円
令 霜 ′:ヽ 計 計

4,446,765
4,590,7● 5

現金預金

手元現金
銀行普通預金

未収金
○○事業未収金
▲▲事業未収金

棚卸資産
販売用寄附物品

前払費用
前払費用 150,000

150,000

4_5g6責 壼 曾 計  ・ ・ 。(D
責 菫

什器備品
)<r=>

(1'■静口'=責葦
車両運搬具

事業用車両

(2)露静目足賃屋
ソフトウェア

オペレーションシステム
文書編集ソフト

借地権
○○市事業所

0(3)撲責そ0機の責産
敷金

○○市事業所

長期貸付金
○○銀行

2

‐|.|■―●■I薔
■ 合 静 ‐‐■●

=‐
■_0

4,596,765【A】 資 産 合 計 ①+②

】 量 償 の 日

侵

23,480

23,480
9,173,000

8,996.121
8,996,121短 期 借 入 金

未払金
給料

源泉徴収税
住民税

152,889
6,500

159,389

9_173.1量壼 合 計  ・ ・ ・ ③

一二
・

二́
一

一
■
―

ニ
一 T~¬‐ ■ 二 ‐ ‐ L― ― 由

-11‐
・

職員

長期借入金
○○銀行借入金

2

LI

_●■● ・ gD |●
===ヽ

― ●■■●■ ■_■H口 Iイトロ予 ■II● ||.■ _`・

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 9,178,990

-4,582,225【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

・
IIT

l「「 耳



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 J泄言篇層界ぢF柵辱iξぷ,f翻編f昴認繁喬
所並

特定非営利活動法人 日本ポーカー協会

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)

氏   名

1 ・監事

セリタ タクオ

芹田 宅生

令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日

2 睡憂]・
監事

マツナガ ナ リ

ト
令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日松永 成人

3 。監事

オオイワネ ナリ
エツ

令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年 月

月

日

日年大岩根 成悦

4 睡憂卜監事
スズキ タクヤ 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日鈴木 拓也

5 睡憂]・
監事

タガワ キヨミ 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年 月

月

日

年 日田川 清巳

6 睡憂]・ 監事
イ トウ ッ トム 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年

年

月

月

日

日伊東 カ

7 睡憂卜監事
ナカタ キンイチ 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年 月

月

日

日年中田 勤―

8 睡憂]・ 監事
タカハシ マモル 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日高橋 衛

9 睡憂卜監事
ナス マサヒコ

 
令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年   月 日

日年 月那須 雅彦

10 ・監事

ミクボ ジョ
ン

令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日三久保 城司



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

11 睡亜]・ 監事

ササキ ヤス

ロ
令和 3年 10月 1日

令和 3年 10月 1日

年

年

月

月

日

日
佐々木 康裕

12 睡憂]・ 監事

ワタナベ タ

ヤ
令和 4年 4月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日渡部 龍哉

13 理事。匡ヨ
フクナガ マリ 令和 3年 10月 1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日福永 真理



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人 日本ポーカー協会

氏   名

1
芹田 宅生

2 松永 成人

3
大岩根成悦

4
福永 真理

5
渡邊 フI二

6 森 健輔

7
近藤 元浩

8 渡辺 高志

9
戸和 寛文

10
辻村 洋美

11

12




